
日立市市民活動災害補償制度の解説 

 
【日立市市民活動災害補償制度とは】 

この制度は、市民が安心して市民活動に参加することができるように、日立市が被保険者と

して保険料を負担し、保険会社と契約を締結して運営するものです。制度を活用するにあたり、

事前に加入や登録の手続きをする必要はありません。 

 事故等の内容によっては制度の対象外となる場合があります。制度を活用するうえで、不明

な点等がある場合には事前にお問い合わせください。 

（日立市市民活動災害補償制度取扱要綱（以下「要綱」）第１条、第３条） 

 

【対象となる市民活動とは】 

市民団体等（市民により自主的に構成された市内に本拠地を有する非営利の団体や個人）が

行う活動で、本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的または臨時の公益性の

ある直接的活動です（市の行う市民活動に類する事業で、市民が無報酬（実費弁済を除く。）で

参加する活動を含みます）。ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動を除きます。 

なお、市内に住所を有しない方でも、市民活動の構成員であれば対象となります。 

制度の対象となる主な市民活動は、下表のとおりです。 

 

地域活動 

まちづくり活動や住民交流を目的とするもの 

例：日立市コミュニティ推進協議会を構成するコミュニティ組織の活動、

町内会や自治会の活動など） 

社会教育活動 

社会教育法に準拠したスポーツ（危険度の高いものを除く）、文化活動及

び生涯学習活動などの教育文化の向上を目的とするもの 

例：コミュニティ組織等が主催するスポーツ大会や文化活動など 

社会福祉活動 

社会奉仕活動 

住民福祉の向上や環境保全を目的とするもの 

例：施設慰問、配食活動、子育て支援活動、環境美化活動など 

青少年育成活動 
青少年の健全な育成を目的とするもの 

例：子供会活動やパトロール活動など 

（要綱第２条） 

 

【原則として制度の対象から除く市民活動】 

 要綱に定めるもののほか、次のような活動は対象外となります。 

①園児、児童、生徒を対象とした学校行事、②危険度の高い祭礼、③山岳・海難救助ボラン   

ティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動、④銃器を使用する害獣駆除ボラ

ンティア活動、⑤スポーツ、文化、レクリエーションなどの特定の目的で行う継続的な組織の  

活動、⑥個人の趣味や懇親を目的としたサークル活動 

（要綱第２条、第６条） 

 

【日立市市民活動災害補償制度の構成】 

(1) 賠償責任補償 

市民活動の指導者又はスタッフが、活動中に誤って第三者の身体、財物（市民活動のた

めに第三者より借り入れた物、預かった物を含みます。）に損害を与え、法律上の賠償責任

を負った場合に対象となります。 

(2) 傷害補償 

市民活動の指導者、スタッフ又は参加者が、活動中に急激かつ偶然、外来の事故により

死亡または傷害（ケガ）を被った場合の事故が対象となります。なお、自宅との通常経路

の往復途上中の事故も対象となります。ただし、市民活動の観覧者や応援者などは対象と

なりません。 

（要綱第２条、第５条） 

 



 

 

【日立市市民活動災害補償保険の補償内容】 

(1) 賠償責任補償 

   損害賠償の内容は次のとおりで、支払い限度額は下表のとおりです。 

ア 治療費、休業補償、慰謝料等の損害賠償金 

イ 損害の防止または軽減のために支出した費用 

ウ 訴訟、仲裁、調停等にかかる費用で保険会社の承認を得たもの 

 

 支払い限度額 

身体賠償 
１名につき  ６，０００万円 

１事故につき     ２億円 

財物賠償 １事故につき   １００万円 

保管物賠償 限度額      １００万円 

                                  

（要綱第７条） 

(2) 傷害補償   

傷害事故の補償の種類は次のとおりで、保険金は下表のとおりです。 

ア 死亡補償・・・・当該事故の日から１８０日以内に死亡したとき 

イ 後遺障害補償・・当該事故の日から１８０日以内に後遺障害を生じたとき 

ウ 入院補償・・・・当該事故の日から１８０日を限度とする 

エ 通院補償・・・・当該事故の日から１８０日間のうち９０日を限度とする 

 

補償の種類 保険金 

死亡補償 ２００万円 

後遺障害補償 程度により２００万円の範囲内 

入院補償 １日につき３，０００円 

通院補償 １日につき２，０００円 

（要綱第８条） 

 

【事故にあった場合の対応】 

 制度の適用を受ける場合は、速やかに事故報告書をコミュニティ推進課に提出してください。 

内容を審査し、当該事故が制度の対象であるとされた場合は、市から保険会社へ通知します。 

その後の手続きの方法等については、別途説明します。なお、手続きには、団体の規約、開

催案内、参加者名簿などの書類が必要になります。 

（要綱第９条、第１０条） 

 

【保険金の請求手続き】 

(1) 賠償事故の場合 

被害者との間で示談が成立した後に、補償対象者が保険会社に保険金を請求して、支払

い手続きをとることになります。 

(2) 傷害事故の場合 

ア 死亡事故の場合は、死亡した者の法定相続人が保険会社に請求をして、支払い手続き

をとることになります。 

イ 後遺障害が生じた場合は、傷害の状況が固定したとき、または事故の日から１８０日

を経過したときに補償対象者が保険会社に保険金を請求して、支払い手続きをとること

になります。 

ウ 入院または通院による治療を受けた場合は、入院または通院が終わったとき、または

事故の日から１８０日を経過したときに補償対象者が保険会社に保険金を請求して、 

支払い手続きをとることになります。 

（要綱第１１条） 


